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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 16年 12月 14日 (2004.12.14)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 遊 技 機 に 対 応 し て 設 け ら れ 、 該 遊 技 機 に お け る 遊 技 に 使 用 可 能 な 遊 技 用 有 価 価 値 の 大 き
さ を 特 定 可 能 な 情 報 が 記 録 さ れ た 遊 技 用 記 録 媒 体 を 受 付 け 、 該 受 付 け た 遊 技 用 記 録 媒 体 の
記 録 情 報 に よ り 特 定 さ れ る 大 き さ の 遊 技 用 有 価 価 値 の 遊 技 へ の 使 用 に 関 す る 処 理 を 行 う 遊
技 用 記 録 媒 体 処 理 手 段 と 外 部 機 器 と の 通 信 を 行 う 通 信 手 段 と を 具 備 す る 遊 技 用 記 録 媒 体 処
理 装 置 と 、

遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 を 保 管 庫 と 、
前 記 遊 技 機 に 対 応 し て 設 置 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 と 前 記 保 管 庫 内 に 収 容 さ れ
て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 と に 通 信 可 能 に 接 続 さ れ て 該 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 の 管
理 を 行 う 管 理 装 置 と 、

前 記 保 管 庫 内 に 収 容 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 と の 通 信 状 況 を
確 認 す る 通 信 状 況 確 認 手 段 を 具 備 し 、 該 通 信 状 況 確 認 手 段 に お い て 未 接 続 状 態 の

遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 を 検 出 し た な ら ば そ の 旨 を 報 知 或 い は そ の
旨 を 示 す 所 定 信 号 を 出 力 す る

こ と を 特 徴 と す る 遊 技 用 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　

該 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 に 不 具 合 や 故 障 が 生 じ た と き に 該 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 と 交
換 さ れ る 複 数 収 容 可 能 に 形 成 さ れ た

を 遊 技 場 内 に 設 け 、
各 遊 技 場 に 設 け ら れ る 前 記 管 理 装 置 と デ ー タ 通 信 可 能 に 接 続 さ れ た 集 中 管 理 装 置 を 、 該 遊
技 場 外 の 管 理 機 関 に 設 け た 遊 技 用 装 置 で あ っ て 、
前 記 管 理 装 置 は 、

前 記 保 管
庫 内 に 収 容 さ れ て い る

と と も に 、 前 記 集 中 管 理 装 置 に 対 し て 前 記 通 信 状 況 確 認 手 段
に お い て 未 接 続 状 態 の 前 記 保 管 庫 内 に 収 容 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 を 検 出 し た
旨 を 示 す 情 報 を 出 力 す る

通 信 状 況 確 認 手 段 は 、 前 記 遊 技 機 に 対 応 し て 設 置 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 と
の 通 信 状 況 に つ い て も 確 認 す る と と も に 、
前 記 管 理 装 置 は 、 前 記 通 信 状 況 確 認 手 段 に お い て 未 接 続 状 態 の 前 記 保 管 庫 内 に 収 容 さ れ て
い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 を 検 出 し て い る か 否 か を 示 す 第 １ の 通 信 状 況 と 、 前 記 通 信 状
況 確 認 手 段 に お い て 未 接 続 状 態 の 前 記 遊 技 機 に 対 応 し て 設 置 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処



【 請 求 項 ３ 】
　 前 記 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 に は 、 個 々 の 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 を 特 定 可 能 な 識 別 情
報 が 付 与 さ れ 、 前 記 管 理 装 置 に は 接 続 さ れ て い る 各 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 の 前 記 識 別 情
報 が 登 録 さ れ て お り 、 前 記 通 信 状 況 確 認 手 段 に お い て 未 接 続 状 態 の 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装
置 を 検 出 し た な ら ば 、 そ の 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 の 識 別 情 報 を 報 知 或 い は 出 力 す る 請 求
項 に 記 載 の 遊 技 用 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 前 記 保 管 庫 は 、 前 記 未 接 続 の 発 生 を 報 知 す る 報 知 手 段 を 具 備 す る 請 求 項

記 載 の 遊 技 用 装 置 。
【 請 求 項 ５ 】
　 前 記 未 接 続 の 発 生 の 報 知 或 い は 出 力 を 解 除 可 能 な 解 除 手 段 を 具 備 す る 請 求 項 １ ～ の い
ず れ か に 記 載 の 遊 技 用 装 置 。
【 請 求 項 ６ 】
　 前 記 管 理 装 置 に は 操 作 者 を 特 定 可 能 な 操 作 者 識 別 符 号 が 登 録 さ れ 、 該 登 録 操 作 者 識 別 符
号 と 操 作 者 に よ り 入 力 さ れ た 入 力 操 作 者 識 別 符 号 と が 一 致 し た な ら ば 前 記 解 除 手 段 に よ る
解 除 を 行 う 請 求 項 に 記 載 の 遊 技 用 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
　 　 　 【 ０ ０ ０ ５ 】
　 　 【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
　 前 記 し た 問 題 を 解 決 す る た め に 、 本 発 明 の 遊 技 用 装 置 は 、 遊 技 機 に 対 応 し て 設 け ら れ 、
該 遊 技 機 に お け る 遊 技 に 使 用 可 能 な 遊 技 用 有 価 価 値 の 大 き さ を 特 定 可 能 な 情 報 が 記 録 さ れ
た 遊 技 用 記 録 媒 体 を 受 付 け 、 該 受 付 け た 遊 技 用 記 録 媒 体 の 記 録 情 報 に よ り 特 定 さ れ る 大 き
さ の 遊 技 用 有 価 価 値 の 遊 技 へ の 使 用 に 関 す る 処 理 を 行 う 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 手 段 と 外 部 機
器 と の 通 信 を 行 う 通 信 手 段 と を 具 備 す る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 と 、

遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 を 保 管 庫 と 、
前 記 遊 技 機 に 対 応 し て 設 置 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 と 前 記 保 管 庫 内 に 収 容 さ れ
て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 と に 通 信 可 能 に 接 続 さ れ て 該 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 の 管
理 を 行 う 管 理 装 置 と 、

前 記 保 管 庫 内 に 収 容 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 と の 通 信 状 況 を
確 認 す る 通 信 状 況 確 認 手 段 を 具 備 し 、 該 通 信 状 況 確 認 手 段 に お い て 未 接 続 状 態 の

遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 を 検 出 し た な ら ば そ の 旨 を 報 知 或 い は そ の
旨 を 示 す 所 定 信 号 を 出 力 す る

こ と を 特 徴 と し て い る 。
　 こ の 特 徴 に よ れ ば 、 前 記 保 管 庫 に 保 管 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 を 盗 も う と し
て 持 ち 出 す と 、 前 記 管 理 装 置 と の 通 信 状 況 が 未 接 続 状 態 と な っ て 該 未 接 続 状 態 が 前 記 通 信
状 況 確 認 手 段 に て 検 出 さ れ 、 該 未 接 続 状 態 の 発 生 が 報 知 或 い は 出 力 さ れ る よ う に な る た め
、 予 備 用 に 保 管 庫 内 に 収 容 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 の 不 正 な 持 ち 出 し や 盗 難 を
防 止 す る こ と が で き る
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理 装 置 を 検 出 し て い る か 否 か を 示 す 第 ２ の 通 信 状 況 と 、 を 区 別 し て 表 示 す る 請 求 項 １ に 記
載 の 遊 技 用 装 置 。

１ ま た は ２

１ ～ ３ の い ず れ
か に

４

５

該 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 に 不 具 合 や 故 障 が 生 じ た と き に 該 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 と 交
換 さ れ る 複 数 収 容 可 能 に 形 成 さ れ た

を 遊 技 場 内 に 設 け 、
各 遊 技 場 に 設 け ら れ る 前 記 管 理 装 置 と デ ー タ 通 信 可 能 に 接 続 さ れ た 集 中 管 理 装 置 を 、 該 遊
技 場 外 の 管 理 機 関 に 設 け た 遊 技 用 装 置 で あ っ て 、
前 記 管 理 装 置 は 、

前 記 保 管
庫 内 に 収 容 さ れ て い る

と と も に 、 前 記 集 中 管 理 装 置 に 対 し て 前 記 通 信 状 況 確 認 手 段
に お い て 未 接 続 状 態 の 前 記 保 管 庫 内 に 収 容 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 を 検 出 し た
旨 を 示 す 情 報 を 出 力 す る

と と も に 、 前 記 管 理 装 置 と の 通 信 状 況 が 未 接 続 状 態 と な っ て 該 未 接
続 状 態 が 前 記 通 信 状 況 確 認 手 段 に て 検 出 さ れ る と 、 そ の 旨 を 示 す 情 報 が 遊 技 場 外 の 管 理 機



　

　

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ８ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ８ １ 】
　 （ ａ ） 請 求 項 １ の 発 明 に よ れ ば 、 前 記 保 管 庫 に 保 管 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置
を 盗 も う と し て 持 ち 出 す と 、 前 記 管 理 装 置 と の 通 信 状 況 が 未 接 続 状 態 と な っ て 該 未 接 続 状
態 が 前 記 通 信 状 況 確 認 手 段 に て 検 出 さ れ 、 該 未 接 続 状 態 の 発 生 が 報 知 或 い は 出 力 さ れ る よ
う に な る た め 、 予 備 用 に 保 管 庫 内 に 収 容 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 の 不 正 な 持 ち
出 し や 盗 難 を 防 止 す る こ と が で き る

　

【 手 続 補 正 ５ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ８ ２
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ８ ２ 】
　 （ ） 請 求 項 の 発 明 に よ れ ば 、 不 正 な 持 ち 出 し や 盗 難 を 受 け た 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装
置 を 特 定 で き る 。
【 手 続 補 正 ６ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ８ ３
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ８ ３ 】
　 （ ） 請 求 項 の 発 明 に よ れ ば 、 不 正 な 持 ち 出 し や 盗 難 が な さ れ る 保 管 庫 に お い て 、 該
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関 に 設 け ら れ た 集 中 管 理 装 置 に も 出 力 さ れ る の で 、 保 管 庫 に 保 管 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒
体 処 理 装 置 の 未 接 続 の 発 生 を 集 中 管 理 装 置 に お い て も 把 握 で き る 。

本 発 明 の 遊 技 用 装 置 は 、 通 信 状 況 確 認 手 段 は 、 前 記 遊 技 機 に 対 応 し て 設 置 さ れ て い る 遊
技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 と の 通 信 状 況 に つ い て も 確 認 す る と と も に 、
前 記 管 理 装 置 は 、 前 記 通 信 状 況 確 認 手 段 に お い て 未 接 続 状 態 の 前 記 保 管 庫 内 に 収 容 さ れ て
い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 を 検 出 し て い る か 否 か を 示 す 第 １ の 通 信 状 況 と 、 前 記 通 信 状
況 確 認 手 段 に お い て 未 接 続 状 態 の 前 記 遊 技 機 に 対 応 し て 設 置 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処
理 装 置 を 検 出 し て い る か 否 か を 示 す 第 ２ の 通 信 状 況 と 、 を 区 別 し て 表 示 す る こ と が 好 ま し
い 。

こ の よ う に す れ ば 、 予 備 用 に 保 管 庫 内 に 収 容 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 の 通 信
状 況 と 、 稼 働 中 の 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 の 通 信 状 況 と 、 を 区 別 し て 把 握 す る こ と が で き
る 。

と と も に 、 前 記 管 理 装 置 と の 通 信 状 況 が 未 接 続 状 態 と
な っ て 該 未 接 続 状 態 が 前 記 通 信 状 況 確 認 手 段 に て 検 出 さ れ る と 、 そ の 旨 を 示 す 情 報 が 遊 技
場 外 の 管 理 機 関 に 設 け ら れ た 集 中 管 理 装 置 に も 出 力 さ れ る の で 、 保 管 庫 に 保 管 さ れ て い る
遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 の 未 接 続 の 発 生 を 集 中 管 理 装 置 に お い て も 把 握 で き る 。

（ ｂ ） 請 求 項 ２ の 発 明 に よ れ ば 、 、 予 備 用 に 保 管 庫 内 に 収 容 さ れ て い る 遊 技 用 記 録 媒 体
処 理 装 置 の 通 信 状 況 と 、 稼 働 中 の 遊 技 用 記 録 媒 体 処 理 装 置 の 通 信 状 況 と 、 を 区 別 し て 把 握
す る こ と が で き る 。

ｃ ３

ｄ ４



不 正 な 持 ち 出 し や 盗 難 の 発 生 を 認 識 で き 、 迅 速 な 対 応 が 可 能 と な る 。
【 手 続 補 正 ７ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ８ ４
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ８ ４ 】
　 （ ） 請 求 項 の 発 明 に よ れ ば 、 正 規 の 交 換 等 に お い て 、 前 記 未 接 続 に よ る 報 知 或 い は
出 力 が 作 動 し て し ま う こ と を 回 避 で き る 。
【 手 続 補 正 ８ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ８ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ８ ５ 】
　 （ ） 請 求 項 の 発 明 に よ れ ば 、 予 め 特 定 の 操 作 者 、 例 え ば 遊 技 場 の 店 長 等 の 責 任 者 を
特 定 可 能 な 操 作 者 識 別 符 号 を 登 録 し て お く こ と で 、 こ れ ら 操 作 者 識 別 符 号 を 知 覚 し て い る
正 規 の 操 作 者 で あ る 遊 技 場 の 店 長 等 の 責 任 者 の み が 前 記 解 除 を 実 施 で き る よ う に な る 。
【 手 続 補 正 ９ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ８ ６
【 補 正 方 法 】 削 除
【 補 正 の 内 容 】

(4) JP 2002-18083 A5 2005.7.28

ｅ ５

ｆ ６
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